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１２月１０日（火）まで

本年最後の給与支給日の
前日まで

令和７年1月６日（月）まで
（12月末日期限は年末・年
始につき令和７年1月６日
（月）となる）

12月中の市町村条例で定
める日まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和６年11月分）

②　給与所得の年末調整

③　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和６年１０月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

④　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年９月期）
２カ月延長法人（令和６年８月期）
⑤　消費税・地方消費税確定申告（１カ月ごと）（10月期）
⑥　消費税・地方消費税確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、10月期）
⑦　法人の中間申告（半期・４月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑧　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（10月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　3カ月ごと（１月、４月、７月期）

⑨　固定資産税（都市計画税）の第3期分の納付

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を
含む。

③～⑧　法人の事業年度（課税期間）の終
了日は各月末日とする。

⑤、⑥　消費税課税期間の短縮特例は適用
後２年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
非
化
石

価
値
を
受
け
取
る
権
利
等
を
分
析

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
11
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
１
６
３
回
実
務
対
応

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

第
５
３
５
回
親
委
員
会
（
２
０
２
４

年
11
月
20
日
号
（
№
１
７
２
７
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
の
会
計
上
の

取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

需
要
家
が
非
化
石
価
値
を
受
け
取

る
権
利
に
関
す
る
会
計
処
理

事
務
局
は
、
非
化
石
価
値
を
受
け

取
る
権
利
を
次
の
各
段
階
に
分
け
て

分
析
し
た
。

⑴　
非
化
石
価
値
を
受
け
取
る
権
利

が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
数
量
等

が
未
確
定
の
段
階

⑵　
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
非
化
石

価
値
の
数
量
等
が
確
定
し
た
段
階

⑶　
非
化
石
価
値
が
需
要
家
の
口
座

に
移
転
し
た
段
階

⑷　
需
要
家
が
口
座
か
ら
非
化
石
価

値
を
証
書
化
し
た
段
階

分
析
を
踏
ま
え
、
事
務
局
は
、
⑵

の
段
階
に
お
い
て
次
の
会
計
処
理
を

行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。

①　
非
化
石
価
値
に
つ
い
て
費
用
処

理
を
行
う

②　
対
価
の
支
払
義
務
を
計
上
す
る

専
門
委
員
か
ら
賛
同
の
声
が
聞
か

れ
た
一
方
、「
発
電
時
な
ど
も
う
少

し
早
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
会
計
処
理

も
検
討
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な

い
か
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

対
価
が
差
金
決
済
の
場
合
の
追
加

的
な
論
点

事
務
局
は
、
対
価
が
差
金
決
済
の

場
合
に
お
い
て
は
、「
対
価
＝
（
固

定
価
格
（
Ｐ
Ｐ
Ａ
契
約
価
格
）
―
卸

電
力
市
場
価
格
）
×
発
電
量
」
で
決

定
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と

し
、
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
の
需
要
家

の
コ
ス
ト
は
市
場
価
格
お
よ
び
電
気

料
金
の
単
価
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
支

払
額
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
場
合
も
生

じ
得
る
と
し
た
。

そ
こ
で
事
務
局
は
、
非
化
石
価
値

の
対
価
が
差
金
決
済
の
場
合
で
、
対

価
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
と
き
は
、
費

用
か
ら
の
控
除
を
定
め
る
こ
と
を
提

案
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か

れ
な
か
っ
た
。

開
示
の
検
討

第
51
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
４
年
８
月
10
日
号
（
№

１
７
１
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
お
い
て
聞
か
れ
て
い
た
、
財

務
諸
表
に
お
い
て
取
引
の
リ
ス
ク
を

ど
の
よ
う
に
開
示
す
る
か
検
討
す
べ

き
な
ど
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
事
務

局
は
ま
ず
、
開
示
目
的
を
定
め
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

そ
の
う
え
で
、
開
示
目
的
を
達
成

す
る
た
め
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
対

象
と
す
る
契
約
が
当
期
の
財
務
諸
表

に
与
え
る
影
響
お
よ
び
当
該
影
響
が

ど
の
よ
う
な
契
約
か
ら
生
じ
て
い
る

か
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る

情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
事
務
局
は
次
の

よ
う
な
開
示
項
目
の
提
案
を
行
っ

た
。

①　
契
約
の
概
要

②　
当
期
の
費
用
計
上
額
（
当
会
計

期
間
末
に
お
い
て
費
用
が
マ
イ
ナ

ス
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
金
額
）

専
門
委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛

意
が
聞
か
れ
た
。
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
―
11

～
金
融
商
品
取
引
法（
不
公
正
取
引
規
制
⑴
）～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

今
回
か
ら
金
融
商
品
取
引
法
に
お

け
る
不
公
正
取
引
規
制
を
取
り
上
げ

る
。投

資
家
が
安
心
し
て
有
価
証
券
を

売
買
で
き
る
資
本
市
場
を
確
保
し
維

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
開
示
規
制

や
業
者
規
制
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

く
、
投
資
者
に
不
測
の
損
害
を
も
た

ら
す
よ
う
な
行
為
や
取
引
（
不
公
正

取
引
）
を
厳
重
に
規
制
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

不
公
正
取
引
に
は
、
主
に
、「
風
説

の
流
布
、
偽
計
、
相
場
操
縦
」（
今
回

説
明
）や
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
」（
次

回
説
明
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
自

ら
利
益
を
得
る
た
め
に
実
施
さ
れ
る

不
公
正
な
取
引
と
い
え
る
も
の
で
あ

る
が
、
基
本
的
に
、
前
者
は
他
人
を

巻
き
込
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
に

対
し
、
後
者
は
内
部
情
報
の
公
表
前

に
他
人
を
差
し
置
い
て
抜
け
駆
け
す
る

（
公
平
性
の
欠
如
）
と
い
っ
た
違
い
が

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
不
公
正
取
引
は

資
本
市
場
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね

な
い
重
大
な
事
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

金
融
商
品
取
引
法
に
お
い
て
は
、
一

定
の
取
引
等
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

厳
正
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
、
行

政
処
分
や
罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
以
下
の
説
明
は
、
基
本
的

に
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
内

の
「
不
公
正
取
引
に
つ
い
て
」
に
基
づ

い
て
い
る
。

①　
風
説
の
流
布

風
説
の
流
布
と
し
て
禁
止
さ
れ
て

い
る
行
為
は
、
有
価
証
券
の
募
集
、

売
買
等
の
た
め
、
も
し
く
は
相
場
の

変
動
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
風
説

（
う
わ
さ
、
合
理
的
な
根
拠
の
な
い

風
評
等
）
を
流
布
（
不
特
定
ま
た
は

多
数
の
者
に
伝
達
）
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
（
金
商
法
158
）。

事
例
と
し
て
は
、
自
ら
保
有
す
る

銘
柄
の
株
式
を
高
値
で
売
却
す
る
た

め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
電
子
掲

示
板
な
ど
に
虚
偽
の
情
報
を
掲
載
し
、

不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
で
き
る
状

態
に
置
き
、
そ
れ
を
み
た
投
資
家
が

同
株
式
を
買
い
付
け
る
こ
と
に
よ
り

株
価
が
上
昇
し
た
と
こ
ろ
で
、
同
株

式
を
売
却
し
て
不
当
な
利
益
を
得
た

も
の
が
あ
る
。

②　
偽　
計

偽
計
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
行

為
は
、
有
価
証
券
の
募
集
、
売
買
等

の
た
め
、
も
し
く
は
相
場
の
変
動
を

図
る
目
的
を
も
っ
て
、
他
人
に
錯
誤
を

生
じ
さ
せ
る
詐
欺
的
な
い
し
不
公
正

な
策
略
、
手
段
を
用
い
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
（
金
商
法
158
）。

事
例
と
し
て
は
、
自
ら
が
支
配
す

る
フ
ァ
ン
ド
が
引
き
受
け
る
新
株
を
高

値
で
売
却
す
る
た
め
、
上
場
会
社
に
、

自
ら
が
支
配
す
る
フ
ァ
ン
ド
を
引
受
先

と
し
て
第
三
者
割
当
増
資
を
行
わ
せ

る
と
と
も
に
、
当
該
増
資
に
よ
り
払

い
込
ま
れ
た
株
式
払
込
金
を
た
だ
ち

に
社
外
に
流
出
さ
せ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
上
場
会
社
に
資
本
増
強

が
図
ら
れ
た
と
の
虚
偽
の
公
表
を
行

わ
せ
、
株
価
を
維
持
上
昇
さ
せ
た
う

え
で
、
取
得
し
た
株
式
を
売
却
し
て

利
益
を
得
た
も
の
が
あ
る
。

③　
相
場
操
縦

相
場
操
縦
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い

る
行
為
は
、
市
場
に
お
い
て
相
場
を

人
為
的
に
変
動
さ
せ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
相
場
が
あ
た
か
も
自
然

の
需
給
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
の
よ
う
に
他
人
を
誤
解
さ
せ

る
な
ど
に
よ
っ
て
自
己
の
利
益
を
図
ろ

う
と
す
る
行
為
と
さ
れ
て
い
る
。

相
場
操
縦
に
は
、
仮
装
・
馴
合
売

買
（
金
商
法
159
①
）、
変
動
操
作
取
引

（
同
②
）、違
法
な
安
定
操
作
取
引
（
同

③
）
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
仮
装
売

買
の
事
例
と
し
て
は
、
自
ら
保
有
す

る
銘
柄
の
株
式
の
売
買
が
繁
盛
に
行

わ
れ
て
い
る
と
の
誤
解
を
他
人
に
生
じ

さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
自
己
の
注

文
同
士
で
売
買
を
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て

誘
引
さ
れ
た
投
資
家
が
同
株
式
を
買

い
付
け
る
こ
と
に
よ
り
株
価
が
上
昇

し
た
と
こ
ろ
で
、
同
株
式
を
売
却
し

て
不
当
な
利
益
を
得
た
も
の
が
あ
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
減
損
の
定
め
等
の
取

り
入
れ
方
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
11
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
２
８
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

金
融
資
産
の
減
損
に
つ
い
て
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。
主
な
審
議
事
項
は

次
の
と
お
り
。

ス
テ
ッ
プ
５
に
お
け
る
未
収
金
・

貸
付
金
等
の
取
扱
い

第
５
２
８
回
親
委
員
会
（
２
０
２
４

年
７
月
10
日
号
（
№
１
７
１
５
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
て
、ス
テ
ッ

プ
５
（
一
般
事
業
会
社
に
対
す
る
検

討
）
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
と
し
て
い
た
次
の
金
融
資
産
の

取
扱
い
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
未
収
金

未
収
金
に
つ
い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

「
金
融
商
品
」
の
単
純
化
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
の
対
象
と
す
る
か
検
討
が
行

わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
国
際
的
な
会
計
基

準
と
異
な
る
も
の
と
な
る
こ
と
、
未

収
金
の
満
期
の
大
半
が
１
年
未
満
と

す
る
と
、
全
期
間
の
予
想
信
用
損
失

と
12
カ
月
の
予
想
信
用
損
失
と
同
額

に
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
単
純
化
し

た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
し
な
い
と

す
る
提
案
が
示
さ
れ
た
。

⑵　
貸
付
金
等

貸
付
金
等
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
ッ

プ
４
の
検
討
後
に
あ
ら
た
め
て
検
討

す
る
と
し
て
お
り
、
同
一
の
会
社
等

の
集
団
に
属
す
る
他
の
会
社
等
に
対

す
る
貸
付
等
や
建
設
協
力
金
に
つ
い

て
、
ス
テ
ッ
プ
５
独
自
の
オ
プ
シ
ョ

ン
と
し
て
、
単
純
化
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
検
討
さ

れ
た
。

分
析
の
結
果
、
そ
の
必
要
性
が
乏

し
い
と
し
て
、
ス
テ
ッ
プ
５
独
自
の

オ
プ
シ
ョ
ン
を
設
け
な
い
と
の
提
案

が
示
さ
れ
た
。

＊

専
門
委
員
か
ら
は
、
特
段
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。

減
損
の
定
め
の
対
象
に
関
す
る

検
討前

回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
４
年

11
月
10
日
号
（
№
１
７
２
６
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
等
で
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
減
損
に
関
す
る
定
め

（
５
・
５
・
１
項
～
５
・
５
・
20
項
）
の

取
り
入
れ
方
に
つ
い
て
、
次
の
観
点

か
ら
峻
別
す
る
提
案
が
さ
れ
て
い
た
。

①　
ス
テ
ッ
プ
２
と
４
で
共
通
す
る
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損
益
計
算
書
の
費
用
の
分
解
の
開
示
に

関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

内
容
→
金
融
商
品
会
計
基
準
に
取

り
入
れ
る

②　
そ
の
他
の
定
め
→
新
た
に
開
発

す
る
適
用
指
針
に
取
り
入
れ
る

③　
①
に
も
②
に
も
当
て
は
ま
ら
な

い
事
項
→
取
り
入
れ
な
い

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
各
項
に
つ
い
て
、

（図表）　IFRS9号の取り入れ方についての事務局提案	 	
項番 内容 事務局提案

5.5.1

予想信用損失モデルの対象となる金融商品

・償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する金融資産

償却原価を貸付金の原則的な測定方法とするかについては、
分類・測定の検討と合わせて検討。満期保有目的の債券と
その他有価証券に分類される債券は、予想信用損失モデル
の対象とするかの結論が出た後に検討

・リース債権 リース債権は①。リース投資資産は③でリース会計基準を必
要に応じて見直す

・契約資産 ③。債権の取扱いに準じて処理する旨を収益認識基準におい
て定める

・ローン・コミットメントおよび金融保証契約 ①。詳細な取扱いは②
5.5.2 FVOCIで測定される金融資産への減損の要求事項の適用 予想信用損失の対象の検討終了後に検討
5.5.3 信用リスクの著しい増大（SICR）が生じている金融資産の損失評価引当金 ①
5.5.4 減損の要求事項の目的 ①
5.5.5 SICRが生じていない金融資産の損失評価引当金 ①
5.5.6 ローン・コミットメント、金融保証契約の減損適用のタイミング ②
5.5.7 過去にSICRが生じた金融商品についてSICRが解消した場合 ①
5.5.8 損失評価引当金計上に必要な予想信用損失等の損益計上 ③
5.5.9 SICR評価の際に考慮すべき事項 ①
5.5.10 信用リスクが低いと判断される金融資産のSICRの推定 ①
5.5.11 SICR判定の際における期日経過の情報の取扱い ②
5.5.12 契約上のCFが再交渉または条件変更等された場合のSICR判定 ③
5.5.13 購入または組成した信用減算金融資産の例外規定 ①
5.5.14 購入または組成した信用減算金融資産の予想信用損失変動額の損益計上 ③
5.5.15 営業債権、契約資産およびリース債権の単純化したアプローチ ①
5.5.16 5.5.15項の会計方針の選択 ②
5.5.17 予想信用損失を見積る際に反映しなければならない要素 ②
5.5.18

予想信用損失の測定に関する詳細な定め
②

5.5.19 ②
5.5.20 ②

具
体
的
な
取
り
入
れ
方
が
図
表
の
よ

う
に
提
案
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
賛

意
が
聞
か
れ
た
が
、「
５
・
５
・
17
項

は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
も
太
字
で
書
か
れ
て

お
り
、
重
要
性
が
高
い
。
①
が
い
い

の
で
は
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
11
月
４
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
４
―
03
「
損
益
計
算
書
―
包

括
利
益
の
報
告
―
費
用
の
分
解
開
示

（
サ
ブ
ト
ピ
ッ
ク
220
―
40
）」
を
公
表

し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
の
内
容

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
企
業
の
費
用
の

開
示
の
改
善
と
投
資
家
か
ら
の
費
用

に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
情
報
提
供

の
要
望
へ
の
対
応
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、「
包
括
利
益
の
報
告
―

費
用
の
分
解
開
示
（
サ
ブ
ト
ピ
ッ
ク
220

―
40
）」
を
新
設
し
、
財
務
諸
表
の
注

記
で
、
重
要
な
費
用
科
目
（relevant 

expense captions

）（
売
上
原
価
、

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
、
試
験
研

究
費
な
ど
）
に
関
す
る
情
報
を
各
年

次
報
告
期
間
等
に
開
示
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
次
の
事
項
が
求
め

ら
れ
る
。

・
重
要
な
費
用
科
目
に
含
ま
れ
る
次

の
項
目
を
開
示
す
る
。

⒜
　
棚
卸
資
産
の
購
入

⒝
　
従
業
員
報
酬

⒞
　
減
価
償
却
費

⒟
　
無
形
資
産
の
償
却
費

⒠
　
石
油
・
ガ
ス
生
産
活
動
の
一

部
と
し
て
認
識
さ
れ
る
減
価
償

却
費
・
減
耗
償
却
費
・
償
却
費

・
現
行
の
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
基
づ
き
開
示

が
求
め
ら
れ
て
い
る
特
定
の
金
額

を
、
他
の
分
解
要
求
と
し
て
、
要

求
さ
れ
た
同
じ
開
示
に
含
め
る（
Ａ

Ｓ
Ｕ
は
、
現
行
の
開
示
を
変
更
ま

た
は
削
除
し
て
い
な
い
）。

・
定
量
的
に
個
別
に
開
示
さ
れ
て
い

な
い
重
要
な
費
用
科
目
の
残
額（
そ

の
他
）
に
つ
い
て
、
定
性
的
な
説

明
を
開
示
す
る
。

・「
販
売
費
」
の
総
額
を
開
示
し
、
販

売
費
用
の
定
義
（
年
度
の
み
）
を

開
示
す
る
。

企
業
が
、
投
資
家
の
意
思
決
定
に

有
用
な
情
報
を
提
供
す
る
と
思
わ
れ

る
任
意
の
追
加
の
開
示
を
提
供
す
る

こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。

適
用
関
係

Ａ
Ｓ
Ｕ
は
２
０
２
６
年
12
月
16
日

以
降
開
始
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
、
早

期
適
用
は
認
め
ら
れ
る
。

ト
ラ
ン
プ
次
期
政
権
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
異
な

る
視
点

金
　
　
融

11
月
５
日
の
米
大
統
領
選
の
直
後

に
開
か
れ
た
米
連
邦
準
備
制
度
理
事

会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
米
連
邦
公
開
市
場

委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
は
、
政
策
金

利
を
０
・
２
５
％
ポ
イ
ン
ト
引
き
下

げ
、
年
率
４
・
５
０
―
４
・
７
５
％
と

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
パ
ウ
エ
ル
議

長
は
、
今
回
の
利
下
げ
は
経
済
成
長

を
維
持
し
、
イ
ン
フ
レ
率
を
目
標
の

２
％
に
向
け
て
抑
制
す
る
た
め
の「
再

調
整
」
で
あ
り
、
こ
の
措
置
に
よ
り

経
済
と
雇
用
の
強
さ
を
確
保
し
、
イ

ン
フ
レ
圧
力
を
持
続
的
に
緩
和
で
き

る
と
説
明
し
た
。
ま
た
、「
経
済
活

動
は
堅
調
で
、
労
働
市
場
の
引
き
締

ま
り
は
若
干
和
ら
い
で
い
る
」
と
述

べ
、
イ
ン
フ
レ
率
（
Ｐ
Ｃ
Ｅ
デ
フ
レ
ー

タ
ー
）
が
前
年
比
２
・
１
％
に
低
下
し

た
現
状
に
一
定
の
満
足
感
を
示
し
つ

つ
も
、「
今
後
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、

次
回
以
降
の
会
合
で
判
断
す
る
」
と
、

慎
重
な
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。

ト
ラ
ン
プ
氏
が
次
期
大
統
領
に
選

ば
れ
た
こ
と
に
よ
る
政
策
へ
の
影
響
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
11月8日

記述情報の開示の
好事例集2024（第
１弾）

金融庁

2023年1月の改正開示府令において新設された有価証券報告書の記載項目（サ
ステナビリティに関する考え方及び取組）の「全般的要求事項」および「個別テー
マ」に関して、参考となる開示例を取りまとめたもの。今後、気候変動関連等、人
的資本、多様性および人権等のテーマを追加し、更新される予定。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241108.html

―

2024年
11月12日

ケース・スタディ
委員会「『監査役会
等の実効性評価』の
実施と開示の状況」

監査役
協会

CGコード改訂において、取締役会全体の実効性評価の開示が盛り込まれ、監査
役会にも同様の評価の実施により十分な機能発揮につなげることが考えられる
とされたこと、開示府令改正において、監査役等の活動状況として「具体的な検
討内容」の記載が求められるようになったことを受けて、会員へのアンケート結
果や有報の開示内容の調査をもとに、監査役等の実効性評価の取組みに関して
提言を取りまとめたもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-13728/

―

2024年
11月12日

株主提案権に係る
実務（advanced） 全株懇

近時の株主総会で、株主提案の件数増加や、気候変動、人権に関する提案などの
提案の多様化が進んでいるなか、企業が株主提案権の行使を受けるに際しての
基本的な対処方法等を取りまとめて2018年に公表した「株主提案権に係る実
務」を、法改正を含めてあらためて俯瞰し、株主提案権の行使に係る現実的対応
として有用と思われる事項をまとめたもの。
https://www.kabukon.tokyo/data/data/suggestion/suggestion_2024_01.pdf

―

に
つ
い
て
、
パ
ウ
エ
ル
議
長
は
「
選

挙
結
果
が
短
期
的
に
政
策
決
定
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
断
言

し
た
。
経
済
政
策
に
対
し
て
「
予
測

も
憶
測
も
し
な
い
」
と
述
べ
、
政
治

的
な
変
化
が
短
期
的
に
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
独

立
性
や
金
融
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
な
い
と
い
う
強
い
姿
勢
を
示

し
た
。
さ
ら
に
ト
ラ
ン
プ
氏
に
辞
任

を
求
め
ら
れ
た
際
の
対
応
に
つ
い
て
は

「
辞
任
し
な
い
」
と
明
確
に
応
答
し
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
独
立
性
と
議
長
の
法
的
な

任
期
の
重
要
性
を
再
確
認
し
た
。

こ
う
し
た
発
言
か
ら
、
パ
ウ
エ
ル

議
長
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
独
立
性
を
守
り
、

政
治
的
圧
力
に
左
右
さ
れ
ず
に
経
済

デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
慎
重
な
政
策
運

営
を
行
う
決
意
を
強
調
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
次
期
政
権
の
大
規
模

な
財
政
政
策
は
長
期
金
利
の
上
昇
要

因
で
あ
り
、
今
後
の
財
政
赤
字
拡
大

や
経
済
成
長
期
待
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
へ

の
悪
影
響
も
あ
る
。
だ
が
、
パ
ウ
エ

ル
議
長
は
、「
政
策
が
経
済
に
与
え
る

影
響
が
持
続
的
で
な
い
限
り
、
政
策

判
断
に
反
映
す
る
必
要
は
な
い
」
と

述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
姿
勢
か
ら
、
ト
ラ

ン
プ
次
期
大
統
領
の
成
長
重
視
の
政

策
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
デ
ー
タ
主
義
の
間
で

緊
張
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
政
治
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
排
除
し
、
デ
ー
タ
に
基
づ
く
金
融

政
策
を
維
持
で
き
る
か
注
目
さ
れ
る
。

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
経
済
政
策
と
株
価

証
　
　
券

共
和
党
候
補
の
ト
ラ
ン
プ
前
大
統

領
が
民
主
党
候
補
の
ハ
リ
ス
副
大
統

領
を
破
り
、
大
統
領
へ
の
返
り
咲
き

を
決
め
た
。
選
挙
期
間
中
、
常
に
両

者
の
大
接
戦
が
報
じ
ら
れ
て
き
た
だ

け
に
、
選
挙
人
の
数
で
も
全
体
の
得

票
数
で
も
ハ
リ
ス
氏
に
大
差
を
つ
け

た
圧
勝
は
驚
き
だ
っ
た
。

彼
の
圧
勝
、
再
選
の
背
景
に
は
、

生
活
苦
や
格
差
拡
大
な
ど
に
起
因
す

る
米
国
民
の
不
満
拡
大
、
支
持
政
党

の
変
更
が
指
摘
さ
れ
る
。
ト
ラ
ン
プ

氏
は
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
関
税
の
大

幅
な
引
上
げ
や
法
人
税
・
個
人
所
得

税
の
減
税
、
米
国
内
で
の
製
造
業
復

活
、
雇
用
促
進
な
ど
を
訴
え
、
新
た

な
支
持
者
の
獲
得
に
成
功
し
た
。

問
題
は
彼
の
経
済
政
策
だ
。
大
幅

減
税
を
実
施
す
れ
ば
、
財
政
赤
字
の

拡
大
や
国
債
増
発
、金
利
上
昇
と
い
っ

た
展
開
と
な
り
、
株
式
市
場
、
債
券

市
場
に
と
っ
て
必
ず
し
も
歓
迎
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
米
株
式
市

場
は
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の
前
回
の
任
期

中
に
公
約
の
減
税
政
策
実
施
に
よ
り

株
価
上
昇
を
実
現
し
た
経
験
か
ら
か

ト
ラ
ン
プ
当
選
を
歓
迎
し
、
米
株
価

は
選
挙
後
、
騰
勢
を
強
め
て
い
る
。

米
国
以
外
の
市
場
を
み
る
と
、
ト

ラ
ン
プ
経
済
政
策
は
各
国
経
済
・
金

融
に
複
雑
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、

株
価
の
反
応
も
一
様
で
は
な
い
。
主

要
国
市
場
の
多
く
は
株
価
が
横
ば
い

か
下
落
気
味
で
推
移
し
て
い
る
。
日

本
市
場
は
例
外
的
に
米
市
場
に
連
動

し
て
上
昇
ト
レ
ン
ド
を
示
し
て
い
る

が
、米
市
場
ほ
ど
の
力
強
さ
は
な
い
。

日
米
の
株
価
の
今
後
に
つ
い
て

は
、
来
年
１
月
に
就
任
す
る
ト
ラ
ン

プ
新
大
統
領
が
こ
れ
ま
で
発
言
し
て

き
た
経
済
政
策
を
い
つ
、
ど
こ
ま
で

実
施
し
て
い
く
か
に
大
き
く
影
響
さ

れ
よ
う
。
ト
ラ
ン
プ
氏
の
政
策
姿
勢

は
予
測
不
能
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。

選
挙
の
結
果
を
受
け
、
米
国
の
イ

ン
フ
レ
、
景
気
実
勢
に
つ
い
て
、
米

連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

が
想
定
し
て
き
た
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
の
可
能
性
が
低
下
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ

が
進
む
と
利
下
げ
の
計
画
が
先
延
ば

し
と
な
り
、
強
権
的
な
新
大
統
領
が

Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
介
入
す
る
と
い
う
懸
念
が

生
じ
る
。
株
式
市
場
は
そ
れ
を
嫌
っ

て
、
株
価
は
急
落
す
る
。
大
統
領
の

積
極
的
な
姿
勢
が
株
価
を
支
援
す
る

と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。


